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１ 病院事業に係る地方財政措置について 

 

病 院 事業 に係 る地 方 財政 措置 については、厳 しい 財 政状

況 下 で、自治体病院が担う小 児医 療 、救 急医 療、 精 神科医

療、へき地医療、高度医療、周産期医療等の政策医療や不採

算 医療 、さらには医 師 の確 保に配 慮し た制 度の拡 充 が図ら

れてきたとこ ろ ではあります が 、現状は度 重 な る 物 価 高騰

や人 件費 の増 額に 伴う 費用 の増大 により、大変厳 しい 経営

状況となっております。 

 

そのような 中で 、令 和 ８ 年 度 予算 において国で は厳 し い

経 営環 境に 直面し てい る病 院事業 に対して、物価 高騰 を踏

ま えた繰 出金 の増 額 や不採 算地域 におけ る医 療体 制の確 保

のため特 別 交 付税 措 置の 基準 額引 上 げ 等の措置を講じてい

ただいております。 

 

青森県は、各医 療圏の中 核 的 役割 を 公 立病 院 が担 い 、公

立病院が地 域 医療 を 支え る地 域であり、当市も 下 北 地域の

中 核都 市 として、圏域の基 幹病 院であるむ つ総 合病院を含

む２ 病院 ３診 療所 の運 営 に年 間２ １億 円を 超える 巨額 の財
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源を投入してお りますが、この 負 担 額 と地 方 交付 税 との間

には１ ０ 億 円 以上 の 差 があり、これらの地方 財 政措置を踏

まえましても実 態との間に依然 として乖 離 が 生じ て い る状

況にあります。 

 

つきましては、 病 院 事 業の 健 全な 経 営 を維 持 するための

支援として、地 方 財 政措 置 のさら な る充 実 を図ってくださ

るよう、特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 
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２ 国有提供施設等所在市町村助成交付金の増額について 

 

防 衛施 設と 周辺地 域と の調 和を図 る ため、防 衛施 設周 辺

の 生 活環 境の 整備 等 に関 する 法律 に基づき、様々な施策を

実 施して いた だい ており ます が、 当市が 交付 を受 けてお り

ます国 有 提供 施設 等 所在 市町 村助 成 交付 金 （以下「基地交

付金」という。）については、釜臥山山頂に設置されており

ます、新 型 警 戒管 制 レ ーダ ー が平成２３年７月 から運用が

開始されており ますものの、増 額 と な って いない 状 況 にあ

ります。 

 

また、当市 の中 心部を占め てお ります自 衛 隊 使 用 の 港 湾

施 設 については、現在、基 地 交付 金 の対 象 外施設 となって

おります。 

 

当市は、今後、火薬庫も増設され、基地交付金の対象施設

が増加することが見込まれておりますが、防衛関連施設は、

固 定資 産税 の課税 対象 外 であり、施 設が 増加 して も、 市と

して税収が得られない状況となります。 
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それらを補完す る観点から、新 型 警 戒 管制 レ ーダ ー 及び

火 薬 庫 につきましては、基 地 交付 金 の増 額 を、自 衛 隊使用

の 港 湾施 設 につきましては、新 た に 対象 施 設 としていただ

くことについて格 別の 御配 慮を賜 りま すよ うお願 い申 し上

げます。 

 

令和８年６月２６日 

 

青 森 県 む つ 市 長  山 本 知 也 

 

青森県むつ市議会議長  冨 岡 幸 夫
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３ 病院事業債の活用条件の拡充について 

 

【地方の公立病院を取り巻く環境について】 

地 方の 公立 病院は 、人 口減 少及び 高齢 化に 伴う医 療従 事

者 の慢性 的な 不足 による 業務 負担 の増大 に加 え、 昨今の 中

東 地域に おけ る国 際的な 物流 の混 乱に伴 う原 油価 格の不 安

定 化によ り診 療材 料費や 光熱 水費 等の費 用が 増大 し、厳 し

い経営環境に置かれております。 

 

青 森県 下北地 域で 唯一 の総合 病院 であ るむつ 総合 病院 は、

広 域にわ たる 住民 の生命 と健 康を 守る最 後の 砦と して、 急

性期医療、回復期医療、救急医療、周産期医療等の多岐にわ

たる専門的医療を提供しております。 

 

しかしながら、物価高騰や人件費の上昇の影響を受け、経

営 状況は 悪化 しつ つあり 、本 年度 の診療 報酬 改定 により 医

業 収益は 増収 の見 込みで ある もの の、そ れを 上回 る費用 の

増大のため、運転資金の調達に苦慮しております。 

 

今 後の 社会 情勢の 変化 によ っては 、医 療提 供体制 の維 持
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に深刻な影響を及ぼすこととなり、当院のみならず、全国の

地 方公立 病院 は医 療の質 を維 持し ながら 経営 を安 定させ る

ことが極めて困難な状況になるおそれがあります。 

 

【支援の必要性について】 

当院をはじめ、地域の中核的医療機関は、地域住民に不可

欠 な医療 を提 供す る最後 の砦 であ り、そ の機 能が 損なわ れ

ることは、地域医療の崩壊に直結します。 

 

地 域住 民の 命を守 るた め、 最大限 の努 力を 続けて おり ま

すが、医療従事者不足と物価高騰が重なる現状は、医療機関

の 努力だ けでは乗 り越え られない 段階に 達しつつ ありま す。 

 

国 にお かれ まして は、 地域 の医療 機関 が置 かれて いる 現

状を御理解いただき、地域医療提供体制の確保のため、次の

事 項につ いて 特段 の御配 慮を 賜り ますよ う、 切に お願い 申

し上げます。 
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【要望】 

病院事業債の活用条件の拡充について 

病院事業債（経営改善推進事業）を発行する際の限度額を

病 院単位 で算 出す ること とし 、地 域医療 の最 後の 砦であ る

中 核的基 幹病 院の 資金調 達の 円滑 化を支 援し てく ださる よ

う要望いたします。 

 

令和８年６月２６日 

 

青 森 県 む つ 市 長  山 本 知 也 

 

青森県むつ市議会議長  冨 岡 幸 夫 

 

一部事務組合下北医療センター管理者 

山 本 知 也 




